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品質等の保証表示の告示内容 

（条例第１７条の規定に基づく表示事項等） 

商   品 表示すべき事項 
表示の方法その他表示に際し

事業者が守るべき事項 

１ 電気洗たく機（定格電圧が 100

ボルトで標準洗たく容量が 10 キロ

グラム以下のもの(電気洗たく乾燥

機を含む。)） 

(1) 商品の名称 

(2) 保証責任者の氏名又は名称、住所

及び電話番号 

(3) 保証履行者の氏名又は名称、住所

及び電話番号 

(4) 保証期間の始期及び終期(保証の対

象となる部分により保証期間が異

なる場合は、その対象ごとの始期

及び終期) 

(5) 保証の対象となる部分（当該商品

のすべての部分であるときは、そ

の旨を、一部分であるときは当該

部分の名称） 

(6) 保証の態様（修理(店頭修理又は出

張修理)、取り替え、払い戻し等保

証の方法並びに、消費者から例外

的に費用を徴収する場合は、その

条件、内容、額(額の算定が困難な

ときは、その算定方法)等） 

(7) 保証の条件（消費者が保証を受け

るために一定の手続き(保証表示を

内容とする文書等の提示を要する

旨、転居、贈答等の場合における

手続きを要する旨等)を必要とする

場合の当該手続き等） 

(8) 保証の適用除外（保証の適用除外

となる場合の具体的内容） 

(9) 相談窓口の名称、住所及び電話番

号 

(10)修理内容の記載欄（修理伝票等で

代替する場合は、その旨） 

(11)法的責任（保証書によって、保証

書を発行している者(保証責任者)以外

の事業者の法的責任を制約するもので

はない旨） 

(1) 表示に用いる文字は、6 号

（写真植字による場合は

11 号とし、保証責任者と

保証履行者が異なる場合

の保証責任者の住所及び

電話番号については、7

号）の活字以上の大きさ

で、地色と対照的な色と

すること。 

(2) 表示すべき事項は、消費

者にとってわかりやすい

表現を用いること。 

(3) 販売に当たっては、消費

者に対し、保証表示内容

を事前に提示するととも

に必要に応じて説明を行

うこと。 

(4) 販売に当たっては、保証

表示を内容とする文章等

に表示すべき事項のほか

所定事項を記入し、押印

等をすること。 

２ 電気アイロン（定格電圧が 100

ボルトで定格消費電力が 100 ワッ

トを超え 1 キロワット以下のもの） 

３ 電気（冷凍）冷蔵庫（圧縮式冷

凍機と貯蔵庫を一体としたもの） 

４ 電気がま（定格電圧が 100 ボル

トで定格消費電力が 1.5 キロワット

以下のもの） 

５ 電子ジャー （定格電圧が 100

ボルトで定格消費電力が1キロワッ

ト以下のもの） 

６ 電気オーブン（定格電圧が 100

ボルトで定格消費電力が 1.5 キロワ

ット以下のもの(フィッシュロース

ターを除く)） 

７ 電子レンジ（定格電圧が 100 ボ

ルトで定格高周波出力が1キロワッ

ト未満のもの） 

８ 電気トースター （定格電圧が

100 ボルトで定格消費電力が 1.5 キ

ロワット以下のもの(オーブントー

スターを含む)） 

９ 電気ジューサー・ミキサー（定

格電圧が 100 ボルトで定格容量が

400 立方センチメートル(ｍ3)以下

1,200 立方センチメートル(ｍ3)以下

のもの(電気ジューサー及び電気ミ

キサーを含む。)） 

10 電気ストーブ（定格電圧が 100

ボルトで定格消費電力が 1.5 キロワ

ット以下のもの） 

11 エアコンディショナー（定格冷

房消費電力が3キロワット以下のも

の(冷暖房兼用のものを含む。)） 
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12 電気パネルヒーター（定格電圧

が 100 ボルトで定格消費電力が 1.5

キロワット以下のもの） 

 

13 電気こたつ（定格電圧が 100

ボルトで定格消費電力が1キロワッ

ト以下のもの） 

14 電気毛布・電気敷布（定格電圧

が 100 ボルトのもの） 

15 扇風機（定格電圧が 100 ボルト

で羽根の直径が 20 センチメートル

以上 40 センチメートル以下のも

の） 

16 換気扇（定格電圧が 100 ボルト

で軸流形の羽で換気風量が1時間当

たり 1,800 立方メートル以下のも

の） 

17 ウインドファン（定格電圧が

100 ボルトで換気風量が 1 時間当た

り 900 立方メートル以下のもの） 

18 電気掃除機（定格電圧が 100

ボルトで定格消費電力が 100 ワッ

ト以上 700 ワット以下のもの） 

19 テレビジョン受信機（放送電波

のうち、映像記号を表示装置(ブラウ

ン管、液晶、PDP)に導き、表示装

置に映像を再現する機器） 

20 ラジオ受信機（ラジオ放送電波

を受信し、音声を再生することがで

きる装置 (スピーカーを有するも

の)） 

21 テープレコーダ（磁気テープに

より、録音再生機能を有し、音声を

再生することができる装置(スピー

カーを有するもの)） 

22 ステレオセット（ステレオ式の

蓄音機用レコードに記録された音

声信号を再生するための2系統以上

の回路を有する装置(スピーカーを

有するもの)で、実効出力が(5 ワッ

ト＋5ワット)以上(50ワット＋50ワ

ット)以下のもの） 
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23 電気かみそり（電動機又は電磁

振動器で駆動される刃を有し、ひげ

又はむだ毛を取り除く目的とした

もの） 

24 ヘアドライヤー（定格電圧が

100ボルトで電動送風装置と電熱装

置を有し、毛髪の乾燥又はセットを

目的としたもの） 

25 ヘアカーラー（ボビンとそれを

加熱する電熱装置を有し、毛髪のカ

ールを目的としたもの） 

26 ガス炊飯器（最大炊飯容量が 4

リットル以下のもの） 

27 ガスこんろ（都市ガス消費量が

1 時間当たり 9,000 キロカロリー以

下又は液化石油ガス消費量が1時間

当たり 700 グラム以下のもの(1 口

ガスこんろは除く。)） 

28 ガスグリル付きこんろ（都市ガ

ス消費量が 1時間当たり 9,000 キロ

カロリー以下又は液化石油ガス消

費者が1時間当たり700グラム以下

のもの） 

29 ガスレンジ（都市ガス消費量が

1 時間当たり 10,000 キロカロリー

以下又は液化石油ガス消費者が1時

間当たり 800 グラム以下のもの） 

30 ガスオーブン（都市ガス消費量

が 1 時間当たり 3,600 キロカロリー

以下又は液化石油ガス消費者が1時

間当たり 300 グラム以下） 

31 ガス瞬間湯沸器（都市ガス消費

量が 1 時間当たり 36,000 キロカロ

リー以下又は液化石油ガス消費者

が 1 時間当たり 3,000 グラム以下の

もの） 

32 ガスストーブ（都市ガス消費量

が 1 時間当たり 6,000 キロカロリー

以下又は液化石油ガス消費者が1時

間当たり 500 グラム以下のもの） 

33 ガス温風暖房機（都市ガス消費

量が 1時間当たり 8,000キロカロリ

ー以下又は液化石油ガス消費者が 1

時間当たり 650 グラム以下の強制

対流式、強制排気式(EE)及び強制給

排気式(FF)のガスストーブ） 
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34 石油ストーブ（燈油燃焼量が 1

時間当たり 600 グラム以下のもの） 

35 石油温風暖房機（燈油燃焼量が

1 時間当たり 600 グラム以下の強制

排気式(FE)石油ストーブ及び定格

暖房能力が 1時間当たり 8,000 キロ

カロリー以下の強制給排気式(FF)

の石油ストーブ） 

以上 35 品目   告示 昭和 52 年 4 月 5 日 

    施行 昭和 53 年 1 月 5 日 

    ただし、10～15、17、32～35 は昭和 53 年 4 月 5 日施行 

    改正 

    ・１の適用範囲改正 

     平成 8 年 7 月 1 日告示（平成 9 年 1 月 1 日施行） 

     平成 16 年 7 月 30 日告示（平成 17 年 1 月 30 日施行） 

    ・１９の適用範囲改正 

     平成 16 年 7 月 30 日告示（平成 17 年 1 月 30 日施行） 

    ・「表示すべき事項」(11)の改正 

     平成 16 年 7 月 30 日告示（平成 17 年 1 月 30 日施行） 
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商    品 表示すべき事項 
表示の方法とその他表示に

際し事業者が守るべき事項 

36 写真機（使用フィルムが 35

ミリメートル以下の写真機、画面

サイズが 60ミリメートル以下の

写真機及びインスタントカメラ） 

(1) 商品の名称 

(2) 保証責任者の氏名又は名称、住所及び

電話番号 

(3) 保証履行者の氏名又は名称、住所及び

電話番号 

(4) 保証期間の始期及び終期(保証の対象

となる部分により保証期間が異なる場

合は、その対象ごとの始期及び終期) 

(5) 保証の対象となる部分（当該商品のす

べての部分であるときは、その旨を、

一部分であるときは当該部分の名称） 

(6) 保証の態様（修理(店頭修理又は出張修

理)、取り替え、払い戻し等保証の方法

並びに、消費者から例外的に費用を徴

収する場合は、その条件、内容、額(額

の算定が困難なときは、その算定方法)

等） 

(7) 保証の条件（消費者が保証を受けるた

めに一定の手続き(保証表示を内容と

する文書等の提示を要する旨、転居、

贈答等の場合における手続きを要する

旨等)を必要とする場合の当該手続き

等） 

(8) 保証の適用除外（保証の適用除外とな

る場合の具体的内容） 

(9) 相談窓口の名称、住所及び電話番号 

(10)修理内容の記載欄（修理伝票等で代替

する場合は、その旨） 

(11)法的責任（保証書によって、保証書を

発行している者(保証責任者)以外の事業者

の法的責任を制約するものではない旨） 

(1) 表示に用いる文字は、6

号（写真植字による場合

は 11 号とし、保証責任

者と保証履行者が異な

る場合の保証責任者の

住所及び電話番号につ

いては、7 号）の活字以

上の大きさで、地色と対

照的な色とすること。 

(2) 表示すべき事項は、消費

者にとってわかりやす

い表現を用いること。 

(3) 販売に当たっては、消費

者に対し、保証表示内容

を事前に提示するとと

もに必要に応じて説明

を行うこと。 

37 映写機（スライド映写機（定

格電圧が 100 ボルト以下で定格

消費電力が 500 ワット未満のも

の）） 

38 ミシン（家庭用ミシン） 

39 時計（腕時計、掛時計、置

時計及び懐中時計） 

40 自転車（一般自転車（日本

産業規格による。）及び幼児用自

転車） 

（撮影機：削除） 

以上 5 品目   告示 昭和 53 年 8 月 1 日 

    施行 昭和 54 年 5 月 1 日 

    改正 

    ・３７の適用範囲改正 

     平成 4 年 3 月 31 日告示（同日施行） 

    ・撮影機の削除 

     平成 4 年 3 月 31 日告示（同日施行） 

    ・「表示すべき事項」（１１）の改正 

     平成 16 年 7 月 30 日告示 （平成 17 年 1 月 30 日施行） 

    ・日本工業規格を日本産業規格に名称変更 

     令和元年 7 月 1 日告示（同日施行） 
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商    品 表示すべき事項 
表示の方法その他表示に際

し事業者が守るべき事項 

41 電気ホットプレート（定格

電圧が 100 ボルトで定格消費

電力が1.5キロワット以下のも

の） 

(1) 商品の名称 

(2) 保証責任者の氏名又は名称、住所

及び電話番号 

(3) 保証履行者の氏名又は名称、住所

及び電話番号 

(4) 保証期間の始期及び終期(保証の対

象となる部分により保証期間が異

なる場合は、その対象ごとの始期

及び終期) 

(5) 保証の対象となる部分（当該商品

のすべての部分であるときは、そ

の旨を、一部分であるときは当該

部分の名称） 

(6) 保証の態様（修理(店頭修理又は出

張修理)、取り替え、払い戻し等保

証の方法並びに、消費者から例外

的に費用を徴収する場合は、その

条件、内容、額(額の算定が困難な

ときは、その算定方法)等） 

(7) 保証の条件（消費者が保証を受け

るために一定の手続き(保証表示を

内容とする文書等の提示を要する

旨、転居、贈答等の場合における

手続きを要する旨等)を必要とする

場合の当該手続き等） 

(8) 保証の適用除外（保証の適用除外

となる場合の具体的内容） 

(9) 相談窓口の名称、住所及び電話番

号 

(10)修理内容の記載欄（修理伝票等で

代替する場合は、その旨） 

(11)法的責任（保証書によって、保証

書を発行している者(保証責任者)以外

の事業者の法的責任を制約するもので

はない旨） 

(1) 表示に用いる文字は、6

号（写真植字による場合

は 11 号とし、保証責任

者と保証履行者が異な

る場合の保証責任者の

住所及び電話番号につ

いては、7 号）の活字以

上の大きさで、地色と対

照的な色とすること。 

(2) 表示すべき事項は、消費

者にとってわかりやす

い表現を用いること。 

(3) 販売に当たっては、消費

者に対し、保証表示内容

を事前に提示するとと

もに必要に応じて説明

を行うこと。 

42 電気コーヒー沸かし器（定

格電圧が 100 ボルトで最大使

用水量が 1,000 立方センチメ

ートル(cc)以下のもの） 

43 ガス風呂がま（バーナが組

み込まれたものであって、都市

ガス消費量が 1 時間当たり

15,000 キロカロリー以下又は

液化石油ガス消費者が 1 時間

当たり 1,250 グラム以下のも

の） 

44 浴そう（ステンレス浴そ

う、鋼板ほうろう浴そう、ガラ

ス 繊 維 強 化 ポ リエ ステ ル

(FRP)浴そう及びその他の合

成樹脂浴そうであって単体の

もの） 

45 電子式卓上計算機（電子回

路によって演算を行うもので、

メモリー装置を備えたものも

含む。） 

46 補聴器（難聴を補うために

個人が身体に装着して使用す

るものであって、電池を電源と

し電気的に音量を増幅させる

もの(骨導受信機を使用するも

の及び無線送受信機を利用す

るものは除く。)） 

47 編機（家庭用編機） 

 

以上 7 品目   告示 昭和 55 年 2 月 1 日 

    施行 昭和 55 年 5 月 1 日 

    ただし、41～43、45 は昭和 55 年 8 月 1 日から、44、46 は昭和 56 

    年 2 月 1 日施行 

    改正 

    ・「表示すべき事項」(11)の改正 

     平成 16 年 7 月 30 日告示（平成 17 年 1 月 30 日施行） 
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商    品 表示すべき事項 
表示の方法その他表示に際

し事業者が守るべき事項 

48 ベッド（住宅用普通ベッド

(日本産業規格によるもの)であっ

て、睡眠に用いるマットレスとマ

ットレスを支持する構造体が組

み合わされたもの(ソファーベッ

ド、ベビーベッドを除く。)） 

(1) 商品の名称 

(2) 保証責任者の氏名又は名称、住所

及び電話番号 

(3) 保証履行者の氏名又は名称、住所

及び電話番号 

(4) 保証期間の始期及び終期(保証の

対象となる部分により保証期間が

異なる場合は、その対象ごとの始

期及び終期) 

(5) 保証の対象となる部分（当該商品

のすべての部分であるときは、そ

の旨を、一部分であるときは当該

部分の名称） 

(6) 保証の態様（修理(店頭修理又は出

張修理)、取り替え、払い戻し等保

証の方法並びに、消費者から例外

的に費用を徴収する場合は、その

条件、内容、額(額の算定が困難な

ときは、その算定方法)等） 

(7) 保証の条件（消費者が保証を受け

るために一定の手続き(保証表示

を内容とする文書等の提示を要す

る旨、転居、贈答等の場合におけ

る手続きを要する旨等)を必要と

する場合の当該手続き等） 

(8) 保証の適用除外（保証の適用除外

となる場合の具体的内容） 

(9) 相談窓口の名称、住所及び電話番

号 

(10)修理内容の記載欄（修理伝票等で

代替する場合は、その旨） 

(11)法的責任（保証書によって、保証

書を発行している者(保証責任者)以外

の事業者の法的責任を制約するもの

ではない旨） 

(1)表示に用いる文字は、6 号

（写真植字による場合は 11

号とし、保証責任者と保証履

行者が異なる場合の保証責

任者の住所及び電話番号に

ついては、7 号）の活字以上

の大きさで、地色と対照的な

色とすること。 

(2)表示すべき事項は、消費者

にとってわかりやすい表現

を用いること。 

(3)販売に当たっては、消費者

に対し、保証表示内容を事前

に提示するとともに必要に

応じて説明を行うこと。 

49 圧力なべ及び圧力がま（内容

積が 10 リットル以下のものであ

って、0.1 キログラム毎平方セン

チメートル以上のゲージ圧力で

使用するように設計したもの） 

50 ズボンプレッサー（定格電圧

が 100 ボルトで定格消費電力が

400 ワット以下のもの(ハンド式

を除く。)） 

51 もちつき機（定格電圧が 100

ボルトで定格容量が 3.6リットル

以下のもの） 

52 電気あんか（定格電圧が 100

ボルトで定格消費電力が 60 ワッ

ト以下のもの） 

53 加湿器（定格電力が 100 ボ

ルトのもの） 

54 ふとん乾燥機（定格電圧が

100 ボルトで定格消費電力が 1.1

キロワット以下のもの） 

 

以上 6 品目   告示 昭和 56 年 12 月 1 日 

    施行 昭和 57 年 6 月 1 日 

    ただし、４９は昭和 57 年 9 月 1 日から施行 

    改正 

    ・「表示すべき事項」(11)の改正 

平成 16 年 7 月 30 日告示（平成 17 年 1 月 30 日施行） 

・日本工業規格を日本産業規格に名称変更 

 令和元年 7 月 1 日告示（同日施行） 

  



8 

 

商    品 表示すべき事項 
表示の方法その他表示に際

し事業者が守るべき事項 

55 ビデオテープレコーダー（録

音、録画、再生機能を有し、映像、

音声を再生することができる装

置を有するもの） 

(1) 商品の名称 

(2) 保証責任者の氏名又は名称、住所及

び電話番号 

(3) 保証履行者の氏名又は名称、住所及

び電話番号 

(4) 保証期間の始期及び終期(保証の対

象となる部分により保証期間が異

なる場合は、その対象ごとの始期及

び終期) 

(5) 保証の対象となる部分（当該商品の

すべての部分であるときは、その旨

を、一部分であるときは当該部分の

名称） 

(6) 保証の態様（修理(店頭修理又は出

張修理)、取り替え、払い戻し等保

証の方法並びに、消費者から例外的

に費用を徴収する場合は、その条

件、内容、額(額の算定が困難なと

きは、その算定方法)等） 

(7) 保証の条件（消費者が保証を受ける

ために一定の手続き(保証表示を内

容とする文書等の提示を要する旨、

転居、贈答等の場合における手続き

を要する旨等)を必要とする場合の

当該手続き等） 

(8) 保証の適用除外（保証の適用除外と

なる場合の具体的内容） 

(9) 相談窓口の名称、住所及び電話番号 

(10)修理内容の記載欄（修理伝票等で代

替する場合は、その旨） 

(11)法的責任（保証書によって、保証書

を発行している者(保証責任者)以外の

事業者の法的責任を制約するものでは

ない旨） 

(1)表示に用いる文字は、6

号（写真植字による場合は

11 号とし、保証責任者と保

証履行者が異なる場合の保

証責任者の住所及び電話番

号については、7 号）の活

字以上の大きさで、地色と

対照的な色とすること。 

(2)表示すべき事項は、消費

者にとってわかりやすい表

現を用いること。 

(3)販売に当たっては、消費

者に対し、保証表示内容を

事前に提示するとともに必

要に応じて説明を行うこ

と。 

56 ビデオカメラ（光をテレビジ

ョン信号に変換する機能を有し、

ビデオテープレコーダー等に接

続して使用する機器） 

 

以上 2 品目   告示 昭和 59 年 7 月 1 日 

    施行 昭和 59 年 10 月 1 日 

    改正 

    ・「表示すべき事項」(11)の改正 

     平成 16 年 7 月 30 日告示（平成 17 年 1 月 30 日施行） 

 

  



9 

 

商    品 表示すべき事項 
表示の方法その他表示に際

し事業者が守るべき事項 

57 電話機（一般家庭用電話機

(ファクシミリ機能を有するもの

を含む。)） 

(1) 商品の名称 

(2) 保証責任者の氏名又は名称、住所及

び電話番号 

(3) 保証履行者の氏名又は名称、住所及

び電話番号 

(4) 保証期間の始期及び終期(保証の対

象となる部分により保証期間が異

なる場合は、その対象ごとの始期及

び終期) 

(5) 保証の対象となる部分（当該商品の

すべての部分であるときは、その旨

を、一部分であるときは当該部分の

名称） 

(6) 保証の態様（修理(店頭修理又は出

張修理)、取り替え、払い戻し等保

証の方法並びに、消費者から例外的

に費用を徴収する場合は、その条

件、内容、額(額の算定が困難なと

きは、その算定方法)等） 

(7) 保証の条件（消費者が保証を受ける

ために一定の手続き(保証表示を内

容とする文書等の提示を要する旨、

転居、贈答等の場合における手続き

を要する旨等)を必要とする場合の

当該手続き等） 

(8) 保証の適用除外（保証の適用除外と

なる場合の具体的内容） 

(9) 相談窓口の名称、住所及び電話番号 

(10)修理内容の記載欄（修理伝票等で代

替する場合は、その旨） 

(11)法的責任（保証書によって、保証書

を発行している者(保証責任者)以外の

事業者の法的責任を制約するものでは

ない旨） 

(1)表示に用いる文字は、6

号（写真植字による場合は

11 号とし、保証責任者と保

証履行者が異なる場合の保

証責任者の住所及び電話番

号については、7 号）の活

字以上の大きさで、地色と

対照的な色とすること。 

(2)表示すべき事項は、消費

者にとってわかりやすい表

現を用いること。 

(3)販売に当たっては、消費

者に対し、保証表示内容を

事前に提示するとともに必

要に応じて説明を行うこ

と。 

 

以上 1 品目   告示 昭和 62 年 10 月 1 日 

    施行 昭和 63 年 4 月 1 日 

    改正 

    ・５７の適用範囲改正 

     平成 16 年 7 月 30 日告示（平成 17 年 1 月 30 日施行） 

    ・「表示すべき事項」(11)の改正 

     平成 16 年 7 月 30 日告示（平成 17 年 1 月 30 日施行） 

  



10 

 

商    品 表示すべき事項 
表示の方法その他表示に際

し事業者が守るべき事項 

58 カメラ一体型ビデオ（光を

テレビジョン信号に変換する機

能を有し、録音、録画及び再生

の機能又は録音及び録画の機能

を有するもの） 

(1) 商品の名称 

(2) 保証責任者の氏名又は名称、住所及

び電話番号 

(3) 保証履行者の氏名又は名称、住所及

び電話番号 

(4) 保証期間の始期及び終期(保証の対

象となる部分により保証期間が異な

る場合は、その対象ごとの始期及び

終期) 

(5) 保証の対象となる部分（当該商品の

すべての部分であるときは、その旨

を、一部分であるときは当該部分の

名称） 

(6) 保証の態様（修理(店頭修理又は出張

修理)、取り替え、払い戻し等保証の

方法並びに、消費者から例外的に費

用を徴収する場合は、その条件、内

容、額(額の算定が困難なときは、そ

の算定方法)等） 

(7) 保証の条件（消費者が保証を受ける

ために一定の手続き(保証表示を内

容とする文書等の提示を要する旨、

転居、贈答等の場合における手続き

を要する旨等)を必要とする場合の

当該手続き等） 

(8) 保証の適用除外（保証の適用除外と

なる場合の具体的内容） 

(9) 相談窓口の名称、住所及び電話番号 

(10)修理内容の記載欄（修理伝票等で代

替する場合は、その旨） 

(11)法的責任（保証書によって、保証書

を発行している者(保証責任者)以外の事

業者の法的責任を制約するものではな

い旨） 

(1)表示に用いる文字は、日

本産業規格Z8305に規定す

る 8 ポイント（写真植字 12

号）の活字以上の大きさで、

地色と対照的な色とするこ

と。ただし、保証責任者と

保証履行者が異なる場合の

保証責任者の住所及び電話

番号については、5.5 ポイン

ト（写真植字 8 級）の活字

以上の大きさとすることが

できる。 

(2)表示すべき事項は、消費

者にとってわかりやすい表

現を用いること。 

(3)販売に当たっては、消費

者に対し、保証表示内容を

事前に提示するとともに必

要に応じて説明を行うこ

と。 

（日本語ワードプロセッサ：削

除） 

以上 1 品目   告示 平成 4 年 3 月 31 日 

    施行 平成 4 年 10 月 1 日 

    改正 

    ・「表示すべき事項」(11)の改正 

     平成 16 年 7 月 30 日告示（平成 17 年 1 月 30 日施行） 

    ・日本語ワードプロセッサの削除 

     平成 16 年 7 月 30 日告示（平成 17 年 1 月 30 日施行） 

    ・日本工業規格を日本産業規格に名称変更 

     令和元年 7 月 1 日告示（同日施行） 
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商    品 表示すべき事項 
表示の方法その他表示に際

し事業者が守るべき事項 

59 電気カーペット（定格電圧

が 100 ボルトで定格消費電力が

1.5 キロワット以下のもの） 

(1) 商品の名称 

(2) 保証責任者の氏名又は名称、住所及

び電話番号 

(3) 保証履行者の氏名又は名称、住所及

び電話番号 

(4) 保証期間の始期及び終期(保証の対

象となる部分により保証期間が異な

る場合は、その対象ごとの始期及び

終期) 

(5) 保証の対象となる部分（当該商品の

すべての部分であるときは、その旨

を、一部分であるときは当該部分の

名称） 

(6) 保証の態様（修理(店頭修理又は出張

修理)、取り替え、払い戻し等保証の

方法並びに、消費者から例外的に費

用を徴収する場合は、その条件、内

容、額(額の算定が困難なときは、そ

の算定方法)等） 

(7) 保証の条件（消費者が保証を受ける

ために一定の手続き(保証表示を内

容とする文書等の提示を要する旨、

転居、贈答等の場合における手続き

を要する旨等)を必要とする場合の

当該手続き等） 

(8) 保証の適用除外（保証の適用除外と

なる場合の具体的内容） 

(9) 相談窓口の名称、住所及び電話番号 

(10)修理内容の記載欄（修理伝票等で代

替する場合は、その旨） 

(11)法的責任（保証書によって、保証書

を発行している者(保証責任者)以外の事

業者の法的責任を制約するものではな

い旨） 

(1)表示に用いる文字は、日

本産業規格Z8305に規定す

る 8 ポイント（写真植字 12

号）の活字以上の大きさで、

地色と対照的な色とするこ

と。ただし、保証責任者と

保証履行者が異なる場合の

保証責任者の住所及び電話

番号については、5.5 ポイン

ト（写真植字 8 級）の活字

以上の大きさとすることが

できる。 

(2)表示すべき事項は、消費

者にとってわかりやすい表

現を用いること。 

(3)販売に当たっては、消費

者に対し、保証表示内容を

事前に提示するとともに必

要に応じて説明を行うこ

と。 

 

以上 1 品目   告示 平成 6 年 4 月 1 日 

    施行 平成 6 年 10 月 1 日 

    改正 

    ・「表示すべき事項」(11)の改正 

    平成 16 年 7 月 30 日告示（平成 17 年 1 月 30 日施行） 

    ・日本工業規格を日本産業規格に名称変更 

     令和元年 7 月 1 日告示（同日施行） 
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商    品 表示すべき事項 
表示の方法その他表示に際し

事業者が守るべき事項 

60 電気衣類乾燥機（定格電圧が

200 ボルト以下で、標準乾燥容量

が 10 キログラム以下のもの） 

(1) 商品の名称 

(2) 保証責任者の氏名又は名称、住

所及び電話番号 

(3) 保証履行者の氏名又は名称、住

所及び電話番号 

(4) 保証期間の始期及び終期(保証の

対象となる部分により保証期間

が異なる場合は、その対象ごと

の始期及び終期) 

(5) 保証の対象となる部分（当該商

品のすべての部分であるとき

は、その旨を、一部分であると

きは当該部分の名称） 

(6) 保証の態様（修理(店頭修理又は

出張修理)、取り替え、払い戻し

等保証の方法並びに、消費者か

ら例外的に費用を徴収する場合

は、その条件、内容、額(額の算

定が困難なときは、その算定方

法)等） 

(7) 保証の条件（消費者が保証を受

けるために一定の手続き(保証表

示を内容とする文書等の提示を

要する旨、転居、贈答等の場合

における手続きを要する旨等)を

必要とする場合の当該手続き

等） 

(8) 保証の適用除外（保証の適用除

外となる場合の具体的内容） 

(9) 相談窓口の名称、住所及び電話

番号 

(10)修理内容の記載欄（修理伝票等

で代替する場合は、その旨） 

(11)法的責任（保証書によって、保

証書を発行している者(保証責任者)

以外の事業者の法的責任を制約する

ものではない旨） 

(1)表示に用いる文字は、日本

産業規格 Z8305 に規定する 8

ポイント（写真植字 12 号）の

活字以上の大きさで、地色と

対照的な色とすること。ただ

し、保証責任者と保証履行者

が異なる場合の保証責任者の

住所及び電話番号について

は、5.5 ポイント（写真植字 8

級）の活字以上の大きさとす

ることができる。 

(2)表示すべき事項は、消費者

にとってわかりやすい表現を

用いること。 

(3)販売に当たっては、消費者

に対し、保証表示内容を事前

に提示するとともに必要に応

じて説明を行うこと。 

61 空気清浄機（定格電圧が 100

ボルトで定格消費電力が 100 ワ

ット以下のもの） 

 

以上 2 品目   告示 平成 8 年 7 月 1 日 

    施行 平成 9 年 1 月 1 日 

    改正 

    ・「表示すべき事項」(11)の改正 

     平成 16 年 7 月 30 日告示（平成 17 年 1 月 30 日施行） 

    ・日本工業規格を日本産業規格に名称変更 

     令和元年 7 月 1 日告示（同日施行）  
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商品 表示すべき事項 
表示の方法その他表示に際

し事業者が守るべき事項 

62 食器洗い乾燥機（定格電圧が

200 ボルト以下の食器の洗浄及

び乾燥を行うもの） 

(1) 商品の名称 

(2) 保証責任者の氏名又は名称、住所及

び電話番号 

(3) 保証履行者の氏名又は名称、住所及

び電話番号 

(4) 保証期間の始期及び終期(保証の対

象となる部分により保証期間が異

なる場合は、その対象ごとの始期及

び終期) 

(5) 保証の対象となる部分（当該商品の

すべての部分であるときは、その旨

を、一部分であるときは当該部分の

名称） 

(6) 保証の態様（修理(店頭修理又は出

張修理)、取り替え、払い戻し等保

証の方法並びに、消費者から例外的

に費用を徴収する場合は、その条

件、内容、額(額の算定が困難なと

きは、その算定方法)等） 

(7) 保証の条件（消費者が保証を受ける

ために一定の手続き(保証表示を内

容とする文書等の提示を要する旨、

転居、贈答等の場合における手続き

を要する旨等)を必要とする場合の

当該手続き等） 

(8) 保証の適用除外（保証の適用除外と

なる場合の具体的内容） 

(9) 相談窓口の名称、住所及び電話番号 

(10)修理内容の記載欄（修理伝票等で代

替する場合は、その旨） 

(11)法的責任（保証書によって、保証書

を発行している者(保証責任者)以外の

事業者の法的責任を制約するものでは

ない旨） 

(1)表示に用いる文字は、日

本産業規格 Z8305 に規定

する 8 ポイント（写真植字

12 号）の活字以上の大きさ

で、地色と対照的な色とす

ること。ただし、保証責任

者と保証履行者が異なる場

合の保証責任者の住所及び

電話番号については、5.5

ポイント（写真植字 8 級）

の活字以上の大きさとする

ことができる。 

(2)表示すべき事項は、消費

者にとってわかりやすい表

現を用いること。 

(3)販売に当たっては、消費

者に対し、保証表示内容を

事前に提示するとともに必

要に応じて説明を行うこ

と。 

63 電磁調理器（定格電圧が 200

ボルト以下のもの） 

64 携帯電話端末（携帯電話端末

本体(PHS 端末本体を含む。)及び

その充電器(アダプタを含む。)） 

65 パーソナルコンピュータ（多

目的な情報処理に使用される小

型電子計算機） 

66 プリンタ（一般家庭用(プリ

ント機能を標準装備した複合機

を含む。)） 

67  デ ィ ス ク プ レ イ ヤ ー

（CD,MD,DVD,HDD 等のディ

スクを使った録音再生・映像記録

再生装置） 

68 カーナビゲーションシステ

ム（GPS 又はその他の方式の測

位システムを内蔵し、映像、電子

地図又は音声等により目的地ま

で案内してくれる運転補助シス

テム(あらかじめ自動車に装着さ

れて販売されるものを除く。)） 

69 デジタルスチルカメラ（レン

ズと撮影素子を備え、撮影された

静止画像データを内蔵又は取り

外し可能なデジタル記録媒体に

記録する装置） 

70 温水洗浄便座（セントラル給

湯方式のものを除く。） 

71 椅子式及びベッド式電気マ

ッサージ器（一般家庭用） 

以上 10 品目   告示 平成 16 年 7 月 30 日 

    施行 平成 17 年 1 月 30 日 

    改正 

    ・日本工業規格を日本産業規格に名称変更 

     令和元年 7 月 1 日告示（同日施行） 

 


